
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
土
木
監
理
課
）

一

告

示

�
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
の
通
知

（
み
ど
り
保
全
課
）

二

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
道
路
の
位
置
指
定
（
三
件
）

（
建

築

課
）

香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
七
十
二
号

香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

契
約
担
当
者
は
、
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
総

合
評
価
一
般
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
つ
い
て
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に

し
て
お
く
べ
き
事
項
の
ほ
か
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
る
旨
及
び
当
該
総
合
評
価
一
般

競
争
入
札
に
係
る
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
落
札
者
決
定
基
準
に
つ
い
て
も
、
公
告
す
る
も
の
と
す

る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
第
六
条
に
規
定
す
る
事
項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）」

を
「
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら

か
に
し
て
お
く
べ
き
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

３

契
約
担
当
者
は
、
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
総

合
評
価
指
名
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
つ
い
て
前
項

の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
べ
き
事
項
の
ほ
か
、
総
合
評
価
指
名

競
争
入
札
の
方
法
に
よ
る
旨
及
び
当
該
総
合
評
価
指
名
競
争
入
札
に
係
る
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る

落
札
者
決
定
基
準
に
つ
い
て
も
、
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
予
定
価
格
及
び
最
低
制
限
価
格
）
」

を
付
し
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ
る
予
定
価
格
及
び
最
低
制
限
価
格
は
、
封
書
に
し
て
」
を
「
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
予
定
価
格
又
は
最
低
制
限
価
格
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
は
、
そ
の
内
容
が
認
知
で
き

な
い
方
法
に
よ
り
、
開
札
の
際
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

契
約
担
当
者
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定

価
格
を
入
札
前
に
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
に
係
る
予
定
価
格
を

記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
作
成
に
あ

た
つ
て
」
を
「
決
定
に
当
た
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落

札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
二

契
約
担
当
者
は
、
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
契
約
が
そ
の
性
質
又
は
目
的
か
ら
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
難
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
つ
て
入
札
し
た
者
の
う
ち
、
価
格
そ
の

他
の
条
件
が
県
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
も
つ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

契
約
担
当
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
県
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の

を
も
つ
て
入
札
し
た
者
で
あ
つ
て
も
、
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
の
あ
る
と
き
は
、
そ

の
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
そ
の
他
の
者
の
う
ち
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
県
に
と

つ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
も
つ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第５８号

平 成１６年

７月２３日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

（
第
九
一
五
二
号
）

一



（
落
札
者
決
定
基
準
）

第
二
十
条
の
三

契
約
担
当
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
競
争
入
札
（
以
下
「
総
合

評
価
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
総
合
評
価
競
争
入
札

に
係
る
申
込
み
の
う
ち
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
県
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
決
定
す
る
た
め
の
基

準
（
以
下
「
落
札
者
決
定
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
識
経
験
者
の
意
見
の
聴
取
）

第
二
十
条
の
四

契
約
担
当
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
二
人
以
上
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

一

総
合
評
価
競
争
入
札
を
行
お
う
と
す
る
場
合

総
合
評
価
競
争
入
札
に
よ
る
こ
と
の
適
否

二

総
合
評
価
競
争
入
札
に
お
い
て
落
札
者
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
場
合

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲

内
の
価
格
を
も
つ
て
行
わ
れ
た
申
込
み
の
う
ち
、
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
県
に
と
つ
て
最
も
有
利
な

も
の
の
決
定

三

落
札
者
決
定
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合

当
該
落
札
者
決
定
基
準
を
定
め
る
に
当
た
り
留
意

す
べ
き
事
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
改
正
規
定
中
同
条
に
一
項
を
加
え

る
部
分
は
、
平
成
十
六
年
八
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産

大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
字
森
行
・
多
和
字
兼
割
（
以
上
二
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
兼
割
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
に
係
る
市
森

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
松
市
亀
水
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
東
か
が
わ
市
引
田
字
与
治
山
・

松
原
字
与
治
山
・
伊
座
字
与
治
山
・
三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
五
郷
海
老
済
字
萩
ノ
尾
（
以
上
四
字
国

有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

亀
水
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
引
田
字
城
山
・
高
松
市
神
在
川
窪
町
字
新
西
（
以
上
二
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

告

示

香

川

県

報

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

（
第
九
一
五
二
号
）

二



�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
に
係
る
市
森

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
香
川
県
環
境
森
林

部
み
ど
り
保
全
課
並
び
に
高
松
市
産
業
部
農
林
水
産
課
、
さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部
農
林
水
産
課
、
東
か
が

わ
市
事
業
部
経
済
課
、
大
野
原
町
経
済
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

坂
土
指
道

第
七
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
七
月
九
日

三

指
定
道
路
の
位
置

坂
出
市
京
町
三
丁
目
一
三
五
八
―
一
五
及
び
一
三
五
九
―
一
九

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

延
長

一
八
・
八
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

坂
土
指
道

第
八
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
七
月
九
日

三

指
定
道
路
の
位
置

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
明
見
一
二
八
六
―
二
七

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

五
二
・
八
七
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
六
、
七
、
一

医
療
法
人
社
団
優
駿
会

金
山
眼
科
医
院

さ
ぬ
き
市
志
度
三
六
一
番
地
一

平
成
一
六
、
七
、
一

瀬
戸
調
剤
薬
局

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
五
番
丁
五
三
番
地
一

平
成
一
六
、
六
、
三
〇

金
山
眼
科
医
院

さ
ぬ
き
市
志
度
三
六
一
番
地
一

平
成
一
六
、
六
、
三
〇

瀬
戸
調
剤
薬
局

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
五
番
丁
五
三
番
地
一

廃

止

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
六
、
六
、
一
八

片
山
医
院

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
〇
九
九

香

川

県

報

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

（
第
九
一
五
二
号
）

三



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

坂
土
指
道

第
九
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
七
月
九
日

三

指
定
道
路
の
位
置

綾
歌
郡
飯
山
町
真
時
字
中
ノ
町
三
〇
五
、
三
〇
六
及
び
三
〇
八
―
二

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
一
二
メ
ー
ト
ル

延
長

七
四
・
八
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

（
第
九
一
五
二
号
）

四


